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 カテゴリー：県政一般 

 

 

令和５年度の普通交付税の交付額等が、７月２８日に総務大臣により決定され、閣

議報告されました。これに伴い埼玉県分の普通交付税の交付額等が決定しましたの

で、お知らせします。    

 

【ポイント】                                              

   

○ 埼玉県（県分）の普通交付税は、前年度（当初算定）に比べて７．４％多い 

 ２，５３４億４６９万２千円となり、６年連続で増加しました。 
 

○ 基準財政需要額は、社会保障関連経費が増加したことや臨時財政対策債への振替

額が減少した影響などにより、前年度（当初算定）と比較して約４１７億円増加し

ました。 
 

○ 基準財政収入額も地方消費税や個人県民税所得割が増加した影響などにより、前

年度（当初算定）と比較して約２４６億円増加しました。 
 

〇 また、臨時財政対策債は、前年度（当初算定）に比べて３１．７％少ない 

 約５３４億円となりました。 
 

○ 普通交付税と臨時財政対策債を合わせた実質的な交付税は、前年度（当初算定）

と比較して２．３％少ない３，０６７億８，２８３万５千円となりました。 
 

※ 普通交付税は、「基準財政需要額」（当該団体の標準的な経費から、普通交付税

の振り替えである臨時財政対策債の発行可能額を減じたもの）から「基準財政収入

額」（当該団体の標準的な税収等）を差し引いた額について、国が交付するもの。 

 

※ 臨時財政対策債について（平成１３年度の地方財政対策から導入） 

 地方財政の財源不足部分を国と地方が一定のルールで負担し、国負担分は一般会 

計からの繰入により、地方負担分は地方財政法第５条の特例となる地方債（臨時財

政対策債）により補塡措置を講じるもの。元利償還金については、後年度に全額交

付税措置される。 

 

 

 令和５年７月２８日 

企画財政部 財政課 
交付税担当 島﨑、西島        

         直通 048-830-2163 
内線 2149 

E-mail: a2150-04@pref.saitama.lg.jp 

 令和５年度普通交付税の算定結果等について（県分） 
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※ 令和４年度は１２月に普通交付税の再算定が実施され、最終決定額は当初算定額

から約９５億円増加しているが、本資料では、令和４年７月の当初算定と比較をし

ている。 

 

Ⅰ 普通交付税・臨時財政対策債 

１ 本県の普通交付税交付決定額  

（１）交付決定額 ２，５３４億  ４６９万２千円   

 

（２）対前年度比   １７４億５，８４８万１千円   ＋ ７．４％  

           （参考：道府県全体伸び率＋１．１％） 

（３）対当初予算比  １１１億９，０６９万２千円   ＋ ４．６％ 

      （参考：当初予算額２，４２２億１，４００万円） 

 

２ 本県の臨時財政対策債発行可能額  

（１）発行可能額   ５３３億７，８１４万３千円   

 

（２）対前年度比  △２４７億９，９５４万２千円   △３１．７％  

                 （参考：道府県全体伸び率△４４．３％） 

（３）対当初予算比  △４６億２，１８５万７千円   △ ８．０％ 

                     （参考：当初予算額５８０億円） 

 

３ 本県の実質的な交付税額（上記１＋２）  

（１）決定・発行可能額 ３，０６７億８，２８３万５千円  

 

（２）対前年度比    △７３億４，１０６万１千円   △ ２．３％  

                 （参考：道府県全体伸び率△３．２％） 

（３）対当初予算比    ６５億６，８８３万５千円   ＋ ２．２％ 

   （参考：当初予算額３，００２億１，４００万円） 

 

４ 特 徴 

（１）普通交付税の交付決定額は、基準財政需要額の増加額（約４１７億円）が基準

財政収入額の増加額（約２４６億円）を上回ったため、前年度と比較して７．４％

の増であり、６年連続で増加した。 
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（２）基準財政需要額は、社会保障関連経費が増加したことや臨時財政対策債への振

替額が減少した影響などにより、前年度と比較して約４１７億円増加した。 

 

（３）基準財政収入額は、消費の回復傾向や雇用・所得環境の改善傾向を反映し、地

方消費税や個人県民税所得割が増加した影響などにより、前年度と比較して 

  約２４６億円増加した。 

 

（４）臨時財政対策債は、地方財政計画において発行総額が引き下げられたことなど

により前年度と比較して３１．７％少ない約５３４億円となった。 

 

（５）この結果、普通交付税と臨時財政対策債を合わせた実質的な交付税は、前年度

と比較して２．３％少ない３，０６７億８，２８３万５千円となった。 

 

【参考】普通交付税等のイメージ図（令和５年度・県分）

4.7億円

※１

※２ 　（　）の数値は前年度比の増減額及び増減率を示しています。

※３ 　端数処理のため、合計が合わない箇所があります。

7,858.0億円（＋246億円 ＋3.2%） 2,534.0億円（＋175億円　＋7.4%）

　調整額とは、普通交付税の算定上、各地方団体の財源不足額の合算額が普通交付税の総額を超える場合に、財源不足額の合算額を普通

交付税の総額に合わせるために減額した額のことです。

基準財政需要額
臨時財政対策債

発行可能額

標準的な歳出　1兆931億円（＋169億円 ＋1.6%）

基準財政収入額

（標準的な収入）

調

整

額

1兆396.8億円（＋417億円 ＋4.2%）

533.8億円

（△248億円　△31.7%）

普通交付税交付額
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５ 普通交付税等対前年度比較（当初算定） 

                                 （単位：千円、％） 

区    分 
令  和 

５ 年 度 

令  和 

４ 年 度 

比較増減 道 府 県 

全体伸率 金 額 伸率 

普 通 

交付税 

基準財政需要額 A 1,039,675,422 997,942,840 ＋41,732,582 ＋4.2％ ＋2.8％ 

基準財政収入額 B 785,801,973 761,171,226 ＋24,630,747 ＋3.2％ ＋4.1％ 

交付基準額 A-B C 253,873,449 236,771,614 ＋17,101,835 ＋7.2％ ＋1.1％ 

調整額     D 468,757 825,403 △356,646 △43.2％ － 

交付決定額 C-D E 253,404,692 235,946,211 ＋17,458,481 ＋7.4％ ＋1.1％ 

臨時財政対策債               F 53,378,143 78,177,685 △24,799,542 △31.7％ △44.3％ 

合     計              E+F G 306,782,835 314,123,896 △7,341,061 △2.3％ △3.2％ 
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Ⅱ 地方特例交付金 

１ 地方特例交付金の概要 

 国の制度変更等により、地方負担の増や地方の減収が生じた場合などに、特例的に

交付される交付金。令和５年度は個人住民税減収補塡特例交付金が交付される。 
 

＜個人住民税減収補塡特例交付金＞ 

 平成２０年度から、所得税で控除しきれない住宅ローン減税額を住民税から控除す

ることによる地方公共団体の減収を補塡するために交付されている。令和５年度は全

国ベースで２，０４５億円を措置。 

 

 

２ 本県の交付決定額  

５１億４，４０６万３千円     

 対前年度比  △４億１，５４７万４千円     △７．５％  

 

３ 地方特例交付金対前年度比較 

                                 （単位：千円、％） 

区    分 
令  和 
５ 年 度 

令  和 
４ 年 度 

比較増減 道 府 県 

全体伸率 金 額 伸率 

地方特例交付金   5,144,063 5,559,537 △415,474 △7.5％ △5.7％ 

 


